
町議会へ要望を出されたい方へ

～請願・陳情の手引き～

屋久島町議会

議会事務局　

　TEL　0997-43-5900（内線 341）Mail　gikai@town.yakushima/kagoshima.jp



　詳細は右の QR コードからホームページへアクセスしてください。

　以下の記載例を参考に提出してください。

①請願・陳情を出す提出年月日

②請願・陳情を出す方の住所（法人
の場合は法人の所在地）
③請願・陳情を出す方の署名又は記
名押印（法人の場合は法人の名称と
代表者名）

④（請願の場合のみ）紹介議員の署
名又は記名押印

⑤請願・陳情の内容

※日本語で記載してください。
※記名押印の際、拇印は無効です。
※件名は簡潔につけてください。
※必要以上に長文とならないよう、
　なるべく簡潔に記載してください。
※添付資料は最小限にしてください。

町政に対してご要望のある方は、ぜひ請願・陳情の制度を活用してください。
請願・陳情の受付時間は、屋久島町役場の休日（土、日、祝祭日及び年末年始の休暇）
を除く、午前８時 30 分から午後５時までです。
各定例会（通常は、３月、６月、９月 12 月の年４回）の開会日 10 日前まで受け付
けています。（詳細は町のホームページにその都度記載されます。）
受 付 窓 口：屋久島町議会事務局あて
　郵送の場合：〒 891-4292　屋久島町小瀬田 849 番地 20　議会事務局宛て

 問い合わせ：0997-43-5900（内線 341）ヤクスギ君

じょうもん博士

陳情を提出していただいた場合で、次の事項に該当するものについては、議会運
営委員会に付託された後、担当の常任委員会に付託されず、「全議員への配布」に留
まる場合があります。

　①法令違反であったり、常識的に考えて問題となったりするようなこと
　②特定の個人の私生活についての秘密が明らかになってしまうようなこと
　③特定の個人や団体の名誉を傷つけたり、信用を落としたりするようなこと
　④争われている最中の訴訟や、捜査している最中の事件に関すること
　⑤町の職員に対する処罰等、町の人事的なこと
　⑥町の事務に関係しないこと
　⑦一度採択、不採択の決定があった請願または陳情と同じ内容のこと

 ⑧その他議長が適当でないと判断すること

2

○○○○に関する請願書（陳情書）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇年〇月〇日
　屋久島町議会議長　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　提出者
　　　　　　　　　　　　　　　　　住所　屋久島町○○番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　○○　○○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（署名又は記名押印）
　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　○○ - ○○ - ○○
　　　　　　　　　　　　　　　　　紹介議員
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　○○　○○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（署名又は記名押印）

　件名　　○○○○○○○○○○○○○○○○○について

　請願（陳情）の趣旨
　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
以上の趣旨に基づき、下記事項を請願（陳情）します。
　　　　　　　　　　　　　　記
１　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
２　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○



　町政について意見や要望のある方は、請願・陳情を出すことができます。

●請願とは

 ・憲法で、すべての人に保障された権利。
　・１人以上の議員から紹介が必要。
　・常任委員会で審査し、本会議で「採択」か「不採択」かを決定し、結果を請願した人へ通知。
　・議会は採択した請願を執行機関（町長等）に送付し、処理の経過や結果について報告を求め
　　ることができる。
 ・議会から報告を求められたら、執行機関（町長等）は答える義務がある。

●陳情とは

　・議会の会議規則で定められた住民の権利。
　・議員からの紹介は不要。
　・請願と違い、委員会審査等を行わず、議員への文書配布に留まる場合もある。
　・請願と違い、議会が執行機関に対して法律上の報告を求める権利や、執行機関（町長等）が
　　経過や結果を報告する義務はない。

　請願・陳情の提出

　請願・陳情を受け付けた後の流れは、次のようになります。

議長が受理（請願も陳情も、議長宛て。）

議会運営委員会に付託（P2 上段の８項目に該当する場合等。）

担当の委員会に付託

担当の委員会で審査

審査結果を本会議に報告

本会議で議決

提出者に報告

議会から執行機関に、経過や結果
について報告を請求できる

請求があったら、執行機関は議会
に回答しなければならない（義務）

委員会に付託しない

全議員に配布

※陳情の場合は、この後の報告、回答の定めは無い。

提出者に報告

担当の委員会に付託

担当の委員会で審査

審査結果を本会議に報告

本会議で議決

提出者に報告

執行機関に送付

提出者に報告

執行機関に送付

採択 不採択 採択 不採択
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陳情請願



町議会議員連絡先一覧

議席

番号
氏名 郵便番号 住所 電話番号 所属政党 役職名

１ 岩川 卓誉 891-4311 安房 410-10 090-2589-2865 無所属

総務文教常任委員
議会運営副委員長
決算審査特別委員
交通向上特別委員
広報委員長

２ 内田 正喜 891-4205 宮之浦 2451-42 090-4518-9480 無所属
総務文教常任副委員長

決算審査特別委員

交通対策特別副委員長

３ 小脇 淳智郎 891-4311 安房 739-15 090-8416-0918 無所属
産業厚生常任副委員長

決算審査特別委員

交通向上特別委員

４ 中馬 慎一郎 891-4204 志戸子 174-1 090-5066-0645 無所属

総務文教常任委員長
議会運営委員
決算審査特別委員
交通向上特別委員
広報委員

５ 眞邉 真紀 891-4401 麦生 335-75 090-5767-1597 無所属
産業厚生常任委員
議会運営委員
交通向上特別委員長
広報副委員長

６ 相良 健一郎 891-4406 平内 548-5 090-4585-2838 無所属
総務文教常任委員
交通対策特別委員

監査委員

７ 岩山 鶴美 891-4311 安房 118-4 090-4510-1184 無所属
総務文教常任委員
決算審査特別委員
交通対策特別委員

８ 渡邊 千護 891-4312 船行 1045-381 090-6894-0762 無所属
産業厚生常任委員
交通向上特別副委員長
広報委員

９ 榎 光德 891-4206 楠川 1265-11 090-7156-2459 無所属
総務文教常任委員
議会運営委員
決算審査特別委員長
交通対策特別委員

10 緒方 健太 891-4312 船行 598-2 090-7296-5272 無所属
産業厚生常任委員長
議会運営委員
決算審査特別委員
交通対策特別委員

11 髙橋 義友 891-4203 一湊 831-8 090-4357-1208 無所属
総務文教常任委員
決算審査特別副委員長
交通向上特別委員

12 日髙 好作 891-4312 船行 890-2 090-2505-4162 無所属
産業厚生常任委員
議会運営委員長
交通対策特別委員

13 岩川 俊広 891-4201 永田 1345 090-9569-5100 無所属
産業厚生常任委員
交通対策特別委員

14 渡邉 博之 891-4205 宮之浦 1261-49 080-2697-0919 共産党
総務文教常任委員
交通向上特別委員

15 大角 利成 891-4404 尾之間 1107-1 090-8910-0026 無所属
産業厚生常任委員
議会運営委員
交通対策特別委員長
副議長

16 石田尾 茂樹 891-4205 宮之浦 703-12 090-5083-4158 無所属
産業厚生常任委員
議長

議員の中に知り合いのいない方でも、この一覧を参考にお声をお聞かせください。
屋久島町議会は、開かれた議会を目指して活動しています。

シャクナゲさん


